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◇
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
法
律
第
六
一
号
）

（
法
務
省
）

一

民
法
の
一
部
改
正
関
係

１

離
婚
後
の
子
の
監
護
に
関
す
る
事
項
の
定
め
等

父
母
が
協
議
上
の
離
婚
を
す
る
と
き
は
、
子
の
監

護
を
す
べ
き
者
、
父
又
は
母
と
子
と
の
面
会
及
び
そ

の
他
の
交
流
、
子
の
監
護
に
要
す
る
費
用
の
分
担
そ

の
他
の
子
の
監
護
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
そ
の

協
議
で
定
め
る
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

子
の
利
益
を
最
も
優
先
し
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
七
六
六
条
関
係
）

２

一
五
歳
未
満
の
者
を
養
子
と
す
る
縁
組

一
五
歳
未
満
の
者
を
養
子
と
す
る
縁
組
に
つ
い

て
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
養
子
と
な
る
者
に
代
わ
っ

て
縁
組
の
承
諾
を
す
る
に
は
、
養
子
と
な
る
者
の
父

母
で
親
権
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し

た
。（
第
七
九
七
条
第
二
項
関
係
）

３

親
権
の
効
力

親
権
を
行
う
者
は
、
子
の
利
益
の
た
め
に
子
の
監

護
及
び
教
育
を
す
る
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
う
こ

と
と
す
る
と
と
も
に
、
懲
戒
に
関
す
る
規
定
に
つ
い

て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
八
二
〇

条
及
び
第
八
二
二
条
関
係
）

４

親
権
の
喪
失

父
又
は
母
に
よ
る
虐
待
又
は
悪
意
の
遺
棄
が
あ

る
と
き
そ
の
他
父
又
は
母
に
よ
る
親
権
の
行
使
が

著
し
く
困
難
又
は
不
適
当
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
子

の
利
益
を
著
し
く
害
す
る
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所

は
、
子
、
そ
の
親
族
又
は
未
成
年
後
見
人
等
の
請

求
に
よ
り
、
そ
の
父
又
は
母
に
つ
い
て
、
親
権
喪

失
の
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

た
だ
し
、
二
年
以
内
に
そ
の
原
因
が
消
滅
す
る
見

込
み
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
と

し
た
。（
第
八
三
四
条
関
係
）

〇
予
算
科
目
に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
に
関

す
る
事
務
に
つ
い
て
平
成
二
十
二
年
度
の

予
算
に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る

も
の
か
ら
地
方
農
政
局
長
に
委
任
す
る
件

の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
農
林
水
産
一
一
〇
二
）

〇
予
算
科
目
に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
に
関

す
る
事
務
に
つ
い
て
平
成
十
二
年
度
の
予

算
に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
も

の
か
ら
沖
縄
総
合
事
務
局
長
に
委
任
し
た

件
の
一
部
を
改
正
す
る
件（
同
一
一
〇
三
）

〇
予
算
科
目
に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
に
関

す
る
事
務
に
つ
い
て
平
成
十
三
年
度
の
予

算
に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
も

の
か
ら
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
し
た
件

の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
一
一
〇
四
）

〇
高
速
自
動
車
国
道
に
関
す
る
件

（
国
土
交
通
五
九
四
、
五
九
五
）

〇
特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
住
宅
瑕

疵
担
保
責
任
法
人
の
保
険
等
の
業
務
を
行

う
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
件

（
同
五
九
六
）

〇
旅
行
業
法
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
事
項
の

変
更
の
件
（
観
光
庁
九
）

〇
漁
船
の
操
業
を
制
限
し
、
又
は
禁
止
す
る

区
域
及
び
期
間
並
び
に
そ
の
条
件
を
定
め

る
件
（
防
衛
一
三
六
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
近
畿
地
方
整
備
局
一
七
九
、
一
八
〇
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

財
務
省

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

四
国
地
方
整
備
局
公
示
（
四
国
地
方
整
備
局
）

労

働

争
議
行
為
の
通
知
の
公
表
に
つ
い
て

（
厚
生
労
働
省
）

国
家
試
験

平
成
二
十
三
年
度
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
試
験

実
施
公
告
（
国
土
交
通
省
）

〔
公

告
〕

諸

事

項

官
庁有

権
者
申
出
方
、
税
理
士
懲
戒
処
分
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
再
生
関
係

会
社
そ
の
他

〔
法

律
〕

〇
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
六
一
）

〔
省

令
〕

〇
就
業
構
造
基
本
調
査
規
則
等
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
総
務
五
三
）

〔
告

示
〕

〇
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
法
務
二
八
七
）

〇
青
森
県
及
び
茨
城
県
に
お
け
る
国
税
に
関

す
る
申
告
期
限
等
を
指
定
す
る
件

（
国
税
庁
一
五
）

〇
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税

関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第

四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
税

庁
長
官
が
定
め
る
日
を
定
め
る
件
に
お
い

て
、
別
途
国
税
庁
告
示
で
定
め
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
日
を
定
め
る
件
（
同
一
六
）

〇
薬
事
法
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
の
登

録
を
し
た
旨
を
公
示
す
る
件

（
厚
生
労
働
一
七
八
）
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父
又
は
母
に
よ
る
親
権
の
行
使
が
困
難
又
は
不

適
当
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
子
の
利
益
を
害
す
る
と

き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
子
、
そ
の
親
族
又
は
未

成
年
後
見
人
等
の
請
求
に
よ
り
、
そ
の
父
又
は
母

に
つ
い
て
、
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
間
を

定
め
て
親
権
停
止
の
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
し
た
。（
第
八
三
四
条
の
二
関
係
）

父
又
は
母
に
よ
る
管
理
権
の
行
使
が
困
難
又
は

不
適
当
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
子
の
利
益
を
害
す
る

と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
子
、
そ
の
親
族
又
は

未
成
年
後
見
人
等
の
請
求
に
よ
り
、
そ
の
父
又
は

母
に
つ
い
て
、
管
理
権
喪
失
の
審
判
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
八
三
五
条
関
係
）

５

未
成
年
後
見

未
成
年
後
見
人
に
複
数
の
者
又
は
法
人
を
選
任
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
所
要
の
規
定

の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
選
任
に
当
た
り
家

庭
裁
判
所
が
考
慮
す
べ
き
事
情
を
明
記
す
る
こ
と
と

し
た
。（
第
八
四
〇
条
、
第
八
四
二
条
及
び
第
八
五
七

条
の
二
関
係
）

６

そ
の
他

民
法
の
改
正
に
伴
い
、
家
事
審
判
法
及
び
戸
籍
法

に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
関
係

１

一
時
保
護

都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
の
意
見
の
聴
取

引
き
続
き
一
時
保
護
を
行
う
こ
と
が
児
童
の
親

権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人
の
意
に
反
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
児
童
相
談
所
長
又
は
都
道
府

県
知
事
が
引
き
続
き
一
時
保
護
を
行
お
う
と
す
る

と
き
、
及
び
引
き
続
き
一
時
保
護
を
行
っ
た
後
二

月
を
経
過
す
る
ご
と
に
、
都
道
府
県
知
事
は
、
都

道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
当
該
児
童

に
係
る
施
設
入
所
等
の
措
置
の
承
認
の
申
立
て
又

は
当
該
児
童
の
親
権
者
に
係
る
親
権
喪
失
若
し
く

は
親
権
停
止
の
審
判
の
請
求
が
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
三
三
条

第
五
項
関
係
）

児
童
相
談
所
長
の
権
限
等

児
童
相
談
所
長
は
、
一
時
保
護
を
加
え
た
児

童
で
親
権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人
の
な

い
も
の
に
対
し
、
親
権
を
行
う
者
又
は
未
成
年

後
見
人
が
あ
る
に
至
る
ま
で
の
間
、
親
権
を
行

う
こ
と
と
し
た
。（
第
三
三
条
の
二
第
一
項
関

係
）児

童
相
談
所
長
は
、
一
時
保
護
を
加
え
た
児

童
で
親
権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人
の
あ

る
も
の
に
つ
い
て
も
、
監
護
、
教
育
及
び
懲
戒

に
関
し
、
そ
の
児
童
の
福
祉
の
た
め
必
要
な
措

置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
児

童
の
親
権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人
は
、

当
該
措
置
を
不
当
に
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
こ
と

と
し
た
。（
第
三
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項

関
係
）に

よ
る
措
置
は
、
児
童
の
生
命
又
は
身
体

の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
親
権
を
行
う
者
又
は

未
成
年
後
見
人
の
意
に
反
し
て
も
、
こ
れ
を
と

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
三
条
の

二
第
四
項
関
係
）

２

児
童
相
談
所
長
に
よ
る
親
権
喪
失
の
審
判
等
の
請

求
児
童
又
は
児
童
以
外
の
満
二
〇
歳
に
満
た
な
い
者

（
以
下
「
児
童
等
」
と
い
う
。
）
の
親
権
者
に
係
る
親

権
喪
失
、
親
権
停
止
若
し
く
は
管
理
権
喪
失
の
審
判

の
請
求
は
、
一
の
４
の

か
ら

ま
で
に
定
め
る
者

の
ほ
か
、
児
童
相
談
所
長
も
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
三
条
の
七
関
係
）

３

児
童
相
談
所
長
に
よ
る
未
成
年
後
見
人
の
選
任
の

請
求児

童
相
談
所
長
は
、
親
権
を
行
う
者
の
な
い
児
童

等
に
つ
い
て
、
そ
の
福
祉
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
未
成
年
後
見
人
の
選
任
の
請
求
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
三
三
条
の
八
第
一
項
関

係
）

４

養
育
里
親
の
欠
格
条
項

養
育
里
親
の
欠
格
条
項
か
ら
、
本
人
の
同
居
人
が

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
で
あ
る
こ
と
を
除
く

こ
と
と
し
た
。（
第
三
四
条
の
一
九
第
一
項
関
係
）

５

児
童
福
祉
施
設
の
長
等
の
権
限
等

児
童
相
談
所
長
は
、
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育

事
業
を
行
う
者
又
は
里
親
に
委
託
中
の
児
童
等
で

親
権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人
の
な
い
も
の

に
対
し
、
親
権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人
が

あ
る
に
至
る
ま
で
の
間
、
親
権
を
行
う
こ
と
と
し

た
。（
第
四
七
条
第
二
項
関
係
）

児
童
福
祉
施
設
の
長
、
小
規
模
住
居
型
児
童
養

育
事
業
に
お
け
る
そ
の
住
居
に
お
い
て
養
育
を
行

う
者
又
は
里
親
（

に
お
い
て
「
児
童
福
祉
施
設

の
長
等
」
と
い
う
。
）は
、
入
所
中
又
は
受
託
中
の

児
童
等
で
親
権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人
の

あ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
監
護
、
教
育
及
び
懲
戒

に
関
し
、
そ
の
児
童
等
の
福
祉
の
た
め
必
要
な
措

置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
児
童

等
の
親
権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人
は
、
当

該
措
置
を
不
当
に
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
し

た
。（
第
四
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
関
係
）

に
よ
る
措
置
は
、
児
童
等
の
生
命
又
は
身
体

の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
そ
の
親
権
を
行
う
者
又
は
未
成

年
後
見
人
の
意
に
反
し
て
も
、
こ
れ
を
と
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

児
童
福
祉
施
設
の
長
等
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
と
っ

た
措
置
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
長

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第

四
七
条
第
五
項
関
係
）

三

こ
の
法
律
は
、
養
育
里
親
の
欠
格
条
項
に
関
す
る
改

正
規
定
等
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
こ
と
と
し
た
。

民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。御

名

御

璽

平
成
二
十
三
年
六
月
三
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

人

法
律
第
六
十
一
号

民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
民
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
百
六
十
六
条
第
一
項
中
「
そ
の
他
」
を
「
、
父

又
は
母
と
子
と
の
面
会
及
び
そ
の
他
の
交
流
、
子
の
監

護
に
要
す
る
費
用
の
分
担
そ
の
他
の
子
の
」
に
改
め
、

同
項
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
子
の
利
益
を
最
も
優
先

し
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
百
六
十
六
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二

項
中
「
子
の
利
益
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
子
の
監
護
を
す
べ
き
者
」を
「
家

庭
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
二

項
の
規
定
に
よ
る
定
め
」
に
改
め
、「
そ
の
他
」
の
下
に

「
子
の
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
、
又
は
協
議
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
が
、
同

項
の
事
項
を
定
め
る
。

第
七
百
九
十
七
条
第
二
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

養
子
と
な
る
者
の
父
母
で
親
権
を
停
止
さ
れ
て
い

る
も
の
が
あ
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

第
八
百
二
十
条
中
「
者
は
、
」
の
下
に
「
子
の
利
益
の

た
め
に
」
を
加
え
る
。

第
八
百
二
十
二
条
第
一
項
中
「
者
は
、」
の
下
に
「
第

八
百
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
監
護
及
び
教
育
に
」
を
加

え
、「
自
ら
」
を
削
り
、「
懲
戒
し
、
又
は
家
庭
裁
判
所
の

許
可
を
得
て
、
こ
れ
を
懲
戒
場
に
入
れ
る
」
を
「
懲
戒

す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

er381
四角形
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